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１ 安全・安心パトロールカーの運用  

  区内の防犯防火活動を推進する一環として、安全・安心パトロールカー７台を運用している。 

①  委託警備員による区内パトロール 

 公園、小学校周辺、児童館・学童クラブを委託警備員が２人１組 

で巡回するとともに、不法投棄や落書き資源持ち去りなども警備の 

視点とする。 

（365日 24時間。昼間４台、夜間２台体制で巡回） 

② 地域団体へのパトロールカーの貸出 

 区民の自主的な防犯・防火活動を支援するため、町会などの 

地域団体へ、委託警備員（１人）の運転に同乗する形態で貸し出す。 

［貸出対象］ 

・ 町会・自治会、商店会、ＰＴＡ、 

パトロール団体、地域防犯防火連携組織 

 〔平成 28年度実績〕貸出件数 延 366件 

③ 株式会社ファミリーマートと平常時における防犯体制の強化 

  平常時においても、両者は連携して、地域の防犯体制の強化を 

図る。区の安全・安心パトロールカーが店舗に立ち寄り声掛けを 

行うとともに、店舗を「ひまわり 110 番」（児童・生徒が不審者 

等から身を守る、地域における緊急避難所）として指定した。 

なお、ファミリーマートと平常時の安全・安心に関する協定を 

締結するのは、全国の区市町村では初となる。 

 

２ 防犯カメラ設置補助金  

 商店会や町会・自治会などの地域団体が、道路上に防犯カメラ等を設置する際に、その費用の一部 

について都と共同で補助する。 

〔平成 28年度実績〕 

団体名 新設 更新 

1 東大泉宮本南町会 1 ― 

2 南大泉５丁目町会 3 ― 

3 練馬弁天通り商店会 6 ― 

4 旭丘一丁目町会 19 ― 

5 旭丘二丁目町会 7 ― 

6 北一商店街振興組合 11 ― 

7 上石神井商店街振興組合 17 ― 

8 石神井公園商店街振興組合 2 ― 

合計 66 0 

  

 

 

〔平成 17年度～28年度〕  

補助団体累計  43団体（うち１団体更新） 

補助台数累計 553台(うち更新 19台、撤去 1台) 

 

３ 防犯ブザーの配付  

  登下校時などに遭遇する犯罪から子どもたちを守るため、区内在住在学 

の小学校新 1年生と小・中学校転入生に、各学校を通じて配布している。 

  防犯目的とともに、災害等の発生時に周囲に対し、危険を知らせること 

ができるよう、65歳以上の一人暮らしの高齢者などに対して当課および各 

福祉事務所で配布している。 

 〔平成 28年度購入数〕 7,300個 

４ ねりま情報メール（安全・安心情報）の配信  

  不審者情報などの防犯・防火・防災に関する情報について、あらかじめ登録した区民に、メールにより

配信する。 

〔平成 29年 3月 31日現在〕登録件数  28,084件 

〔平成 28年度実績〕    配信件数      96件 

５ ねりま安全・安心情報マップの公開  

  ねりま情報メールで配信した犯罪や不審者の情報を区ホームページ 

上で公開している。 

 

 

６ 地域防犯防火連携組織の設立および活動支援  

  地域における日頃からの子供の見守りや防犯防火に係る取組などについて、町会・自治会、ＰＴＡなど

と学校が、おおむね区立小学校の学区域を単位に自主的な活動を行う組織の設置を進める。その運営費の

一部を助成している。 

〔補助額〕 年間３万円 

〔平成 28年度新設〕 

設置団体名 学区域 

1 学園小安全安心ネットワーク 大泉学園小 

〔平成 29年 3月 31日現在〕  組織数 24団体 

 

 

練馬区の平成 28年度安全・安心施策について ① 

小学校を巡回する 

安全・安心パトロールカー 

街頭防犯カメラ設置例 

不審者の出没情報を地図上で示す 

ねりま安全・安心情報マップ 

大音量の音が鳴る 

締結式の様子。（右）黒田副区長   

（左）株式会社ファミリーマート加藤 

取締役専務執行役員 

ひまわり 110 番ステッカー 

旭町小合同パトロールの様子 
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７ パトロール団体登録制度  

  区内で自主的に防犯・防火に関わるパトロール活動を実施する 5人以上の 

団体への支援として、登録した団体に対し、パトロール用品の支給や安全・ 

安心パトロールカーの貸出等を行う。 

〔平成 29年 3 月 31日現在〕 登録団体数 270 団体 

 

８ ねりま安全・安心パトロールネットワーク協定団体  

  区内で発生する犯罪の抑止・防止ならびに火災の早期発見などを 

目的として、民間団体と区が互いに協力し、区民生活の安全および 

安心を確保する。平成 16年度より事業開始。 

〔平成 29年 3月 31日現在〕 協定団体数 10団体 

 （東京ガス株式会社北部支店、練馬区新聞販売同業組合など） 
 

９ 夏休みこどもパトロール  

 夏休み期間に、小学生とその保護者を対象として、警察署・消  

防署の見学、安全・安心パトロールカー乗車体験などのパトロー 

ル活動から、参加者の防犯・防火意識の啓発を図る。 

〔平成 28年度 実績〕 

 ［日にち］ 平成 28年７月 25 日（石神井管内）  

平成 28 年７月 26日（練馬管内） 

平成 28 年７月 28日（光が丘管内） 

 [参加者数]   58人 
 

10 区民のつどい  

全国地域安全運動の一環として、防犯協会が開催する 

「練馬区民のつどい」において防犯意識の啓発を図るため、 

イベントを開催する。 

〔日にち〕平成 28年 10月 11日（火）  

〔場所〕練馬文化センター小ホール 
 

11 災害見舞金の支給および被災者収容 

  被災者またはその遺族に対し、見舞金等を支給する。また火災により宿泊場所を失った被災者を一時的

に借り上げた民間宿泊施設に区の費用負担で収容する。※平成 28年区内火災発生件数：164件 

  〔平成 28年度〕 災害見舞金の支給 49件、 火災被災者の収容人数（実人数） 15名 

 

 

12 防犯防火講習会・パトロール団体活動紹介パネル展  

区民の防犯･防火意識の啓発を図ることを目的として、地域パトロー 

ル団体の日頃の活動を紹介するパネルの展示、防犯･防火に係る講習会 

を行う。 

●防犯・防火講習会 

［日にち］平成 29年２月 19日 

 ［場所］ 練馬区役所アトリウム地下多目的会議室 

［内容］ 防犯講習会（講師：練馬警察署員） 

防火講習会（講師：練馬消防署員） 

 [参加対象の参加者数]   175人 

●パトロール団体活動紹介パネル展（常設展示） 

［日にち］平成 29年２月 17日～２月 24日  

 ［場所］ 練馬区役所本庁舎１階アトリウム 

［内容］   

① パトロール団体、地域防犯防火連携組織およびパトロール協定団 

体の活動紹介ポスター展示 

② 区内警察署、消防署および消防団による行政広報 

③ 防犯･防火に係る啓発資料配布 

13 街頭消火器の設置および維持管理  

  火災が起きた時に地域住民による初期消火ができるよう、100メートル四方 

 に 1本を目安として街頭消火器を設置。 

〔平成 29年３月 31日現在〕 設置数 5,771本 

14 ねりまちレポーター制度の導入  

道路の穴や公園遊具の破損、街路灯の不点灯など、修繕が必要な危険箇所等 

を発見した区民が、スマートフォンの専用アプリで撮影し区に投稿する仕組み。 

平成 28年 10月に導入した。多くの区民の目により、区は素早く地域の危険個所 

に対応することができる。 

〔平成 29年３月 31日現在〕 レポーター登録数 936人  投稿数 309件 

15 その他  

項目 平成 28年度 実績 

消防団運営委員会 １回開催 平成 28年 12月 19日 

セーフティ教室への職員派遣 ２校、１園 

暴力団排除キャンペーンへの職員派遣 １回開催 平成 28年８月 20日 

痴漢撲滅キャンペーンへの職員派遣 １回開催 練馬駅 平成 28年６月６日 

練馬警察署区民のつどいへの職員派遣 １回開催 平成 28年４月５日 
 

練馬区の平成 28年度安全・安心施策について ② 

パトロールプレートを装着した 

協定団体の業務車両 

消防署での 

消防車内部の説明 

 

警察署での 

白バイ乗車体験 

区民のつどいで挨拶する前川区長 

 

防火講習会の様子 

 

地域のパトロール団体等の活動を 

紹介するパネル展 

 

道路上の脇等に設置している街頭消火器 

配付している 

パトロール用品の一例 

気になる箇所を  

レポーターが投稿 

 


